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松江市の災害時における保育所の休所等基準と対応について 

 

台風・豪雨・地震等の自然災害発生時は松江市で定められている臨時休所等の基準に沿って、市と

当施設が協議の上、対応致します。なお、国や市の基準に変更があった場合は随時お知らせいたしま

す。 

 

 

１． 台風・豪雨等の発生時 

 

⑴  臨時休所等の基準・対応 

＜重要＞以下記載の「警戒レベル」とは、松江市が指示する警戒レベルのことであり、気象庁が

発表する警戒レベルではありません。 

 

松江市が指示する警戒レベルは松江市防災メールまたは松江市ホームページにて確認できます。 

＜松江市防災メールの登録方法＞：m-matsue-city@xpressmail.jpへメールを送信 

＜過去の松江市防災メールの内容＞ ：  https://www.city.matsue.lg.jp/cgi -bin/smart_alert.php/1/list 

 

 

 

 

① 登所前（午前 6時から開所時刻まで）に警戒レベル 3以上が発令中の場合 

避難情報 避難情報発令の地区施設 それ以外の地区施設 

警戒レベル 3 

高齢者等避難 

開  所 

ただし、施設の判断で休所に 

する場合があります。 

 
開  所 

 

 
警戒レベル 4 

避難指示 

原則休所 

※施設及び施設周辺の安全が確保さ 

 れている場合に限り開所します。 

 

警戒レベル 5 

緊急安全確保 
休  所 

   ※午前 10時までに避難情報が解除され、安全が確認できれば午後の保育を実施。 

      （午前 10時の時点で、避難情報が発令中で、安全が確認できなければ、終日休所） 
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 ②保育中に警戒レベル 3以上が発令の場合 

避難情報 避難情報発令の地区施設 それ以外の地区施設 

警戒レベル 3 

高齢者等避難 

開  所 

ただし、施設の判断で休所に 

する場合があります。 

開  所 

 

 

警戒レベル 4 

避難指示 

 

原則休所 

保護者に早期のお迎えを依頼します。 

状況により避難所へ移動する場合があ

ります。 

 

警戒レベル 5 

緊急安全確保 

 

休  所 

保護者に早期のお迎えを依頼します。 

状況により避難所へ移動する場合があ

ります。 

 

 

 

 

 

⑵  連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市（防災危機管理課）が警戒レベル 3～5を発令 

② 施設において警戒レベルを確認し、本基準を踏まえ休所または開所を判断します。 

③ 判断後、保護者に休所または開所の旨を「おが～るシステムのお知らせメール」等を利用して

伝達します。 

 

 

 

 

③休所・開所

の通知 

お知らせﾒｰﾙ

等 

 ①警戒レベル発令 

市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等 

④休所の際 

市へ連絡 

 

こども政策課 乃木保育所 

 

 

保護者 

防災危機管理課 

保護者 

保護者 

 ②休所・開所 

の判断 
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２．地震発生時 

⑴  臨時休所等の基準・対応 

震度 登園前（午前 6時から開所時刻まで） 保育中 

震度 4 

開  所 

ただし、施設の判断で休所に 

する場合があります。 

開  所 

ただし、施設の判断で休所に 

する場合があります。 

震度 5弱 

原則休所 

※施設及び施設周辺の安全が確保さ 

 れている場合に限り開所します。 

 

 

 

 

原則休所 

保護者に早期のお迎えを依頼します。 

状況により避難所へ移動する場合があ

ります。 

※施設及び施設周辺の安全が確保さ 

 れている場合に限り開所します。 

 

震度 5強以上 

 

休  所 

※施設及び施設の周辺の安全が確保 

された後に施設を再開する。 

 

 

 

 

休  所 

保護者に早期のお迎えを依頼します。 

状況により避難所へ移動する場合があ

ります。 

※施設及び施設の周辺の安全が確保 

された後に施設を再開する。 

 

 

 

⑵  連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地震発生、気象庁が震度 4以上を発令 

② 施設において、本基準を踏まえ休所または開所を判断します。 

③ 判断後、保護者に休所または開所の旨を「おが～るシステムのお知らせメール」等を 

利用して伝達します。 

①震度情報 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等 

こども政策課 
④休所の際 

市へ連絡 

③休所・開所

の通知 

お知らせﾒｰﾙ

等 

 

気象庁 

乃木保育所等 

 

 

保護者 

保護者 

保護者 

 ②休所・開所 

の判断 
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３．大雪の時 

一律の基準は設けませんが、施設の安全確保、職員体制の確保が著しく困難な場合は市と協議

の上、登所自粛や臨時休所の措置をとる場合があります。 

 

 

 

⑴  連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 大雪、気象庁等から情報を収集 

② 市と協議の上、本基準を踏まえ休所または開所を判断します。 

③ 判断後、保護者に休所または開所の旨を「おが～るシステムのお知らせメール」等を 利用

して伝達します。 

 

 

 

 

①積雪情報 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等 

④休所・開所

の通知 

お知らせﾒｰﾙ  

等 

 

③休所の際 

市へ協議 
こども政策課 

気象庁 

乃木保育所等 

 

 

保護者 

保護者 

保護者 

 ②休所・開所 

の判断 
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（参考）避難情報が発令された場合にとるべき行動 

 

※避難情報は、警戒レベル 1～5の順番で発令されるとは限りません。状況が急変することも

あります。 

※避難先は市が指定する避難場所（学校や公民館など）だけではありません。安全な親戚・

知人宅などに避難することも考えてみましょう。 

※日頃からハザードマップで居住地周辺の危険個所を把握し、とるべき避難行動を想定して

おきましょう。 

※避難情報が発令されていなくても、危険を感じた場合は、ためらわず避難行動を開始して

ください。 

 

区分 とるべき行動 

警戒レベル 1 

早期注意情報 

 災害への心構えを高める 

・最新の防災情報に留意し、災害への心構えを高める 

警戒レベル 2 

大雨・洪水注意報 

 自らの避難行動を確認 

・ハザードマップ等により、自宅等の災害リスクを再確認するととも

に、避難情報の把握手段を再確認するなど。 

警戒レベル 3 

高齢者等避難 

 危険な場所から高齢者等は避難 

・避難に時間を要する人（ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等） 

とその支援者は、避難行動を開始する 

 ・高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めた   

り、避難の準備をしたり、自主的に避難する。 

警戒レベル 4 

避難指示 

 危険な場所から全員避難 

・過去の重大な災害の発生時に匹敵する状況。この段階までに避難を

完了しておく。 

・台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避

難を完了しておく。 

警戒レベル 5 

緊急安全確保 

 命の危険 直ちに安全確保！ 

・すでに安全な避難ができず、命が危険な状況。いまいる場所より 

安全な場所へ直ちに移動等する。 


